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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

第１四半期連結
累計期間

第29期
第１四半期連結
累計期間

第28期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 1,624 1,637 6,990

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) ７ △66 △25

四半期純利益又は四半
期（当期）純損失(△)

(百万円) ７ △71 △496

四半期包括利益又は包
括利益

(百万円) △19 △114 △564

純資産額 (百万円) 4,100 3,419 3,565

総資産額 (百万円) 10,085 9,229 9,371

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期（当
期）純損失金額(△)

(円) 0.47 △4.45 △31.17

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益金額

(円) 0.47 ― ―

自己資本比率 (％) 35.1 33.0 34.1

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  当社は平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割をおこなっております。このため１

株当たり四半期純利益金額、１株当たり四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額は、当該株式分割が前連結会計年度の期首におこなわれたものと仮定して算定しております。

３  第29期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４  第28期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。  
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新たな経済政策への期待から円高是正や株価回復が

進み、個人消費が底堅く推移するなど、景況感に改善の動きが見られました。

このような状況下、当第１四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高1,637百万円(前

年同期比0.8％増)、営業損失48百万円(前年同期は営業利益23百万円)、経常損失66百万円(前年同期は経常

利益７百万円)、四半期純損失71百万円(前年同期は四半期純利益７百万円）となりました。

セグメント別の業績については以下の通りです。

出版事業におきましては、オンライン経由での書籍販売や電子書籍販売が好調だった一方、取次経由での

書籍販売や広告売上の不振、イベント開催の順延などにより、売上高は585百万円(前年同期比0.1％増)と前

年同期比並となりました。セグメント利益（営業利益）は、メディア・出版関連共に粗利益率が低下したた

め、29百万円(前年同期比54.6％減)となりました。

コーポレートサービス事業におきましては、前期に引続き外資系クライアントからの引き合いが総じて

底堅く推移した結果、売上高は206百万円(前年同期比2.2％増)、セグメント利益（営業利益）は33百万円

(前年同期比1.9％増)となりました。

ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、事業環境を勘案してスマートフォンコンテンツ・メ

ディア事業立ち上げのための積極的な先行投資を前期から継続して実施したことなどにより、売上高287百

万円(前年同期比11.3％増)、セグメント損失（営業損失）61百万円(前年同期はセグメント利益17百万円)

となりました。

インターネットカフェ事業におきましては、前期に実施した抜本的なリストラ策（不採算店舗の閉鎖・

譲渡、管理部門経費圧縮）の効果などにより、売上高は315百万円(前年同期比13.6％減)、セグメント利益

（営業利益）は15百万円(前年同期はセグメント損失21百万円)となりました。

教育・人材事業におきましては、クラウドサービス売上や人材紹介・研修事業が好調に推移し、売上高は

232百万円(前年同期比11.1％増)となりました。利益面では、主に研修事業の利益率が低下したことなどに

より、セグメント損失（営業損失）９百万円(前年同期比損失２百万円増)となりました。

その他の事業（注）におきましては、売上高11百万円（前年同期比89.2％増）、セグメント利益（営業利

益）６百万円（前年同期はセグメント損失３百万円）となりました。

(注)  当第１四半期連結累計期間及び前第１四半期連結累計期間における「その他の事業」には、有価証券投資事業の

業績を含んでおります。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、その他流動資産29百万円増加、仕掛品26百万円増加並び

に受取手形及び売掛金208百万円減少を主因に、前連結会計年度末比141百万円減の9,229百万円となりまし

た。負債については、その他流動負債140百万円増加及び有利子負債71百万円減少を主因に、前連結会計年度

末比４百万円増の5,810百万円となりました。純資産については、利益剰余金57百万円増加、資本剰余金160

百万円減少及びその他有価証券評価差額金40百万円減少を主因に、前連結会計年度末比146百万円減の

3,419百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次の通りであります。

①基本方針の内容の概要

当社の株主のあり方は、市場における自由な取引を通じて決せられるものであり、当社の支配権の移転

を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づ

き行われるべきものと考えます。

しかしながら、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会

社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を

提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条

件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。当社は、このような行為・提案を行う者は、例外的

に当社の財務及び事業の方針を支配する者として不適切であると考えており、このような行為に対して

は、当社取締役会が原則として何らかの対抗措置を講じることを基本方針とします。

②基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは、昭和60年（1985年）の創業以来、IT技術情報の発信・提供、インターネット＆モバイ

ルサービスの提供、IT関連企業マーケティング支援、IT技術を活用した店舗展開及びIT技術者向け教育と

人材関連サービスの５つを戦略的投資分野と位置付けて事業展開し、情報産業市場(IT市場)の成長に積

極的に寄与することで、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。

また、市場を活性化し、新たなプレーヤーの参加を喚起するため、IT関連事業者のインキュベーション

を積極的に行いながら、自らの事業価値を最大化するためのグループ形成にも取り組み、平成18年10月か

ら当社を中心とした純粋持株会社体制に移行しております。 

当社グループは、長期にわたる社会への貢献と自らの発展を実現させるため、「本当に正しいことに取

り組み続けていくこと」を基本的な価値観としています。事業活動を通じたIT技術・サービスへの貢献

による社会的寄与、業績向上への努力による資本市場への寄与、納税や雇用の創出による社会基盤への寄

与などの社会的価値・企業価値を永続的に実現できる企業集団を目指しております。

このように、当社は創業以来築き上げてきた企業価値の源泉を有効に活用しつつ、当社の企業価値・株

主共同の利益を確保・向上させるための施策に取り組んでおります。

③基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組み(買収防衛策)

当社は、平成24年６月22日開催の当社定時株主総会における決議により、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を確保し向上させることを目的として平成19年６月22日に導入し平成21年６月19日に所要の

変更を行った上で再導入しました「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を、継続し

ております(以下、現行の対応策を「本プラン」といいます。)。
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本プランにおいては、当社の株券を20％以上取得しようとする買付者が出現した場合、当該買付者に対

して、買付に関する情報(以下、「買付説明書」という。)の提供を求めており、当社取締役会による当該買

付説明書の評価期間(60日間又は90日間)が経過するまでは、当該買付者は、買付はできないことと定めて

おります。当社取締役会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守した場合には、原則として対抗措

置(注)を発動しませんが、当該手続を遵守しなかった場合には、当社監査役全員(全員が社外監査役であ

ります)の賛同を条件に、対抗措置を発動することとしております。 

当社は、本プランの詳細を、平成24年５月29日付で「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防

衛策)継続に関するお知らせ」として公表いたしております。 

(注)  当該買付者による権利行使を認めない行使条件及び当該買付者以外から当社株式と引換えに取得する旨の取得

条件が付された新株予約権を、全ての株主に無償割当します。

④本プランの合理性

当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損

なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

ア．買収防衛策に関する指針の要件及び尊重義務を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年（2005年）5月27日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利

益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を完全に充足しています。

また、本プランは、企業価値研究会が平成20年（2008年）６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を

踏まえた買収防衛策の在り方」その他近時の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっており

ます。さらに、本プランは、株式会社東京証券取引所「企業行動規範」に定めがある買収防衛策の導入

に係る尊重事項(開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重)を完全に充足していま

す。 

イ．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様

が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様の

ために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保し、向上させるという目的をもって継続導入されるものです。

ウ．株主意思を重視するものであること 

当社は、平成24年６月22日開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に継続導入してお

ります。また、本プランの有効期間は３年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつその

有効期限の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本

プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご

意向が反映されることとなっております。

エ．合理的な客観的発動要件の設定 

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものとい

えます。

オ．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができ

るものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる

取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。 

  従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発

動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プラ

ンはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動

を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 74,000,000

計 74,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,636,80018,636,800
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

完全議決権株式であり、株主
としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式。単元株式
数は100株であります。

計 18,636,80018,636,800― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成25年６月21日（注） ― 18,636,800 ― 1,406 ３ ３

（注）資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立であります。

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式   2,641,700
―

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式  15,994,900 159,949 同上

単元未満株式 普通株式         200― ―

発行済株式総数 18,636,800 ― ―

総株主の議決権 ― 159,949 ―

（注）当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

② 【自己株式等】

平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
SEホールディングス・アンド
・インキュベーションズ株式
会社

東京都新宿区舟町５ 2,641,700― 2,641,70014.17

計 ― 2,641,700― 2,641,70014.17

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１日

から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,701 2,719

受取手形及び売掛金 1,646 1,437

有価証券 20 20

営業投資有価証券 597 608

商品及び製品 1,021 1,015

仕掛品 103 129

原材料及び貯蔵品 14 16

繰延税金資産 81 77

その他 110 139

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 6,295 6,164

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,583 1,619

減価償却累計額 △744 △761

建物及び構築物（純額） 839 858

土地 1,089 1,089

その他 869 888

減価償却累計額 △801 △797

その他（純額） 67 91

有形固定資産合計 1,997 2,038

無形固定資産

のれん ※1
 15

※1
 13

その他 46 43

無形固定資産合計 62 57

投資その他の資産

投資有価証券 292 228

敷金及び保証金 429 423

繰延税金資産 154 178

その他 146 145

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 1,015 968

固定資産合計 3,075 3,065

資産合計 9,371 9,229
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 413 407

1年内償還予定の社債 754 754

短期借入金 1,066 1,037

未払法人税等 24 11

賞与引当金 39 21

返品調整引当金 151 118

その他 490 630

流動負債合計 2,940 2,980

固定負債

社債 1,823 1,738

長期借入金 667 709

退職給付引当金 221 228

役員退職慰労引当金 73 73

資産除去債務 30 30

再評価に係る繰延税金負債 8 8

その他 40 41

固定負債合計 2,864 2,829

負債合計 5,805 5,810

純資産の部

株主資本

資本金 1,406 1,406

資本剰余金 1,886 1,725

利益剰余金 371 428

自己株式 △613 △613

株主資本合計 3,051 2,948

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 126 86

土地再評価差額金 15 15

その他の包括利益累計額合計 141 101

新株予約権 5 5

少数株主持分 367 364

純資産合計 3,565 3,419

負債純資産合計 9,371 9,229
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 1,624 1,637

売上原価 1,092 1,086

売上総利益 531 550

返品調整引当金戻入額 25 33

差引売上総利益 557 584

販売費及び一般管理費 534 632

営業利益又は営業損失（△） 23 △48

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 1 －

その他 3 2

営業外収益合計 5 5

営業外費用

支払利息 13 12

支払保証料 5 4

その他 2 6

営業外費用合計 21 23

経常利益又は経常損失（△） 7 △66

特別利益

固定資産売却益 0 0

保険差益 8 －

特別利益合計 8 0

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 － 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

15 △66

法人税、住民税及び事業税 6 4

法人税等調整額 17 3

法人税等合計 24 7

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8 △74

少数株主損失（△） △15 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7 △71
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8 △74

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 △40

その他の包括利益合計 △11 △40

四半期包括利益 △19 △114

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3 △111

少数株主に係る四半期包括利益 △15 △3
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。　

　

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

※１ のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。
 

相殺前の金額は次の通りであります。
のれん        15百万円

負ののれん        ０百万円
差引        15百万円

※１ のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。
 

相殺前の金額は次の通りであります。
のれん        14百万円

負ののれん        ０百万円
差引        13百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの

償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 46百万円 31百万円

のれんの償却額 ８ 〃 １ 〃

負ののれんの償却額 ０ 〃 ０ 〃
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31 200平成24年３月31日 平成24年６月25日

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 資本剰余金 31 2.00平成25年３月31日 平成25年６月24日

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他

(注)１

合計

 

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
出版

コーポ

レート

サービス

ソフト

ウェア・

ネット

ワーク

インター

ネット

カフェ

教育・

人材
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対す
る売上高 584 201 257 364 209 1,617 ６ 1,624 ― 1,624

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

８ ― 26 ― ３ 38 ― 38 △38 ―

計 593 201 284 364 212 1,656 ６ 1,662 △38 1,624

セグメント利益又は

セグメント損失(△)
65 32 17 △21 △７ 87 △３ 84 △61 23

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、有価証券投資事業を含んでお
ります。

２  セグメント利益又はセグメント損失の調整額△61百万円には、セグメント間の内部取引消去11百万円及び各
報告セグメントに配分していない全社費用△72百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰
属しない当社の売上原価及び一般管理費であります。

３  セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他

(注)１

合計

 

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
出版

コーポ

レート

サービス

ソフト

ウェア・

ネット

ワーク

インター

ネット

カフェ

教育・

人材
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対す
る売上高 585 206 287 315 232 1,625 11 1,637 ― 1,637

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

12 ０ 23 ― ５ 41 ― 41 △41 ―

計 597 206 310 315 237 1,667 11 1,679 △41 1,637

セグメント利益又は

セグメント損失(△)
29 33 △61 15 △9 ７ ６ 13 △62 △48

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、有価証券投資事業を含んでお
ります。

２  セグメント利益又はセグメント損失の調整額△62百万円には、セグメント間の内部取引消去10百万円及び各
報告セグメントに配分していない全社費用△72百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰
属しない当社の売上原価及び一般管理費であります。

３  セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

（１）１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失
金額（△）

０円47銭 △４円45銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
(百万円)

７ △71

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失
金額（△） (百万円)

７ △71

普通株式の期中平均株式数 (株) 15,869,100 15,995,100

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ０円47銭 ―

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額 (百万円) ― ―

普通株式増加数 (千株) ０ ―

(うち新株予約権 (千株)) ０ ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注) １  当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２  当社は平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割をおこなっております。このため１

株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び普通株式の期中平均株式数は、当該株式分割が前連結

会計年度の期首におこなわれたものと仮定して算定しております。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年８月９日

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    定    留    尚    之    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    髙    橋    幸    毅    ㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているSE
ホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
の連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連
結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結
貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続きは、我が国におい
て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された
手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、SEホールディングス・アンド・インキュベー
ションズ株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期
連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
かった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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